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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　（東京地判：Ｒ03.03.11）

重要事項説明を外国語で行う法的義務は認められないとして、
日本語を理解しない外国人買主の訴えを棄却した事例

　平成28年 10月 21日、買主Ｘら（原告・X1は法人・不
動産業、X2はX1の代表者）は、X2の家族（両親と弟）及�
び通訳Ｃと共に、売主Ｙ（被告：法人・不動産業）が分譲した�
居住用高層マンションのモデルルームを訪れた。
　その際、Ｙは外国語を話すことが出来ないＤが担当者と
して対応した。Ｘらに対してはＣが通訳を行った。X2 の
家族はいずれも中国人であり、主たる言語は英語と中国語
のみで、日本語を話すことは出来なかった。ＣはX2の母
の会社の社長アシスタント（日本人）として、必要に応じて、�
日本語と英語との通訳を務める人物であった。
　平成28年 11月４日、X1とＹは、本件建物の1507号室
を購入する売買契約を締結し、X1は手付金2190万円をＹ
に支払った。さらに後日、X1とX2は、本件建物の1506
号室も共同購入する売買契約を締結し、手付金2190万円�
（X1・X2の折半）をＹに支払った。そして、この2件の契�
約（本件契約）のいずれにおいても、ＸらはX2の家族のほ�
か、Ｃが通訳のために同席し、ＹはＤが担当者として対応
し、ＤはＸらに対して重要事項説明をＣの通訳を介して行
った。
　平成30年２月２日、Ｘらは、機械式駐車場利用の抽選は�
落選していたが、本件建物（1506号室と1507号室）の竣工�
後の内覧会に赴いた。
　その後、Ｙは、平成30年４月27日の引渡日までに売買
残代金の支払が無かったことから、Ｘらに対して本件契約
の解除の意思表示を行い、手付金を違約金として没収する
旨を通知した。
　これを受けて、Ｘらは、①Ｄは、駐車場が確実に確保さ
れると説明した、②X2らの家族は、いずれも日本語を話
すことができないが、売買契約書や重説についても英文の
書式を用意せず、通訳もＣに一任していた、③重説は、締
結しようとする契約の内容を正確に理解させるために要求
される義務であり、日本語を理解しない外国人は日本語で
説明するだけで契約内容を理解することができない以上、
説明としては不十分であり、Ｄが情報提供義務に違反した
ことは明らかである等として、Ｙに対し、債務不履行によ
る損害賠償（手付金相当額のX1：3285万円、X2：1095万�
円）、及びＤの不適切な説明や不誠実な対応により精神的な�
苦痛を受けた等と主張して、不法行為による慰謝料100万
円を請求した。
　これに対し、Ｙは、①駐車場は一般抽選で利用の可否が

決まるものと説明した、②原則的に外国人顧客に対しても
外国語の契約書や重説の用意はしていない、③外国人に対
する重説について、外国語で実施することは法令上要求さ
れておらず、日本語で行えば足りる、④顧客側で通訳を用
意していた場合は、当該通訳の正確性を判断することは困
難である以上、このような通訳を介して行われた重説が何
ら不適切とされる理由はない等と主張した。

　裁判所は、買主Ｘらの請求を全て棄却した。
　Ｘらは、Ｄによる、駐車場が確実に確保されるとの説明
をしなかったことがＸらに対する情報提供義務違反となる
旨主張するが、ＤがＸらに駐車場が確保される旨を説明し
た事実を認めることができない。
　また、Ｘらは、X2が日本語を理解できないことをＤも
把握していたにもかかわらず、英文の売買契約書や重説や
通訳を用意せず、Ｃの通訳に頼っていたところ、このよう
な説明では重説義務の趣旨に合致しない旨から、情報提供
義務に違反した旨主張する。
　しかしながら、買主が外国人である場合に、日本語を理
解できず自ら通訳を同行して重説を受ける事態も生じ得る
ところ、宅建業者においては、当該通訳の資質や翻訳内容
の正確性、さらには通訳内容が買主に理解できる説明がさ
れているか否かを判断することは困難であるといわざるを
得ない。そうすると、重説を受ける買主においては、その
手段の選択やその選択結果としての通訳の正確性等に関し
て、その危険については自ら引き受けるべきものと解する
のが相当である。その上で、宅建業法においては、日本語
を理解しない外国人に対して重説を外国語で行うべきこと
までは規定されておらず、これが法的義務であると解する
こともできない。
　以上によれば、本件においてはＤがＣの通訳を通じてＸ
らに重説を行った以上、重説の内容や程度を充足している
ものと認められ、情報提供として欠けるところはなく、何
ら説明義務違反を認めることはできない。そして、この認
定判断を覆すに足りる事情は認められない。したがって、
Ｘらの情報提供違反による債務不履行に係る主張は理由が
ない。
　また、X2は、Ｙの対応が不誠実であるなどとして不法
行為が成立すると主張し、慰謝料等の支払を求めるが、Ｄ
の対応について何ら不法行為が成立するものと認めること
はできない。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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ハウスクリーニング特約は有効と認められ、貸主は借主に
実施した報告もする義務はないとした事例

　平成28年６月、転借人Ｘ（原審原告・控訴人・個人）は、
転貸人Ｙ（原審被告・被控訴人・宅建業者）と賃貸マンシ
ョン（専有面積81㎡）の転貸借契約を締結し、引渡を受けた。
【売買契約等の概要】
（1）敷金返還に関する合意
　建物明け渡し完了時、ＸのＹに対する債務充当分及びＸ
の損傷査定負担額を敷金から差し引き、Ｘに返還する。
（2）ハウスクリーニングに関する特約
　退去時にＸはハウスクリーニング費用（８万9100円＋消�
費税）を負担する。
　Ｘは、本件契約に際しＹに敷金25万円を差し入れた。
　Ｘは、入居から４年後の令和２年６月、本件転貸借契約
を終了しＹに建物を明け渡した。
　Ｙは、令和２年11月、敷金25万円から10万円余（ハウ�
スクリーニング費用及び襖の貼替費用の合計金額）を控除
し、その残額である14万円余をＸに返還したが、Ｘはこれ�
を不満として、敷金のうち未返還金10万円余及び遅延損害�
金の支払を求めると共に、敷金から控除された費用の内容
等に関して報告をＹに求めたにもかかわらず不誠実な対応
であったことが違法であると主張し、不法行為に基づく損
害賠償請求として31万円余及び遅延損害金の支払を求め
る訴訟を提起した。
　原判決は、襖の貼替費用についてはＸが負担すべき特別
損耗に係る原状回復費用とは認められないとして、同額及
びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度でＸの請求
を認容し、ハウスクリーニング費用等その余の請求は理由
がないとしていずれも棄却をした。
　これに対し、Ｘは敗訴部分を不服として、上記請求金額
より襖費用を控除した額及び遅延損害金支払の控訴を提起
した。

　裁判所は、転借人Ｘの請求を棄却した。
（ハウスクリーニング特約の有効性）
　賃借人は、賃貸借契約が終了した際に、賃借物件を原状
に回復して賃貸人に返還する義務があり、賃借物件の損耗
の発生は、賃貸借契約の本質上当然に予定されているもの
であるから、賃借人は、特約のない限り、通常損耗につい
ての原状回復義務を負わない。
　しかしながら、本件特約において、ハウスクリーニング
費用は本件契約書に明示されており、Ｘは、敷金から控除
されることによって自身が契約終了時に負担する額につい

ても明確に認識した上で契約を締結し合意している。その
ような場合、ハウスクリーニングによって回復される通常
損耗については、補修費用を賃料の中に含ませて支払を受
けることによって費用の回収が行われるものではなく、賃
料に含まれないものとして賃料の額が合意されているとみ
るのが相当であって、本件特約によって賃借人が通常損耗
に係る原状回復費用を二重に負担することになるとはいえ
ない。また、本件特約のハウスクリーニング費用は、建物
専有面積等に照らしても、高額に過ぎるものとは認め難い。
　本件特約が、信義則に反して消費者の利益を一方的に害
するものであるとは認められず、消費者契約法10条により�
無効となるものではないことから、Ｘの主張は理由がない。

（ハウスクリーニング実施立証の必要性）
　本件特約においては、Ｘが負担すべきハウスクリーニン
グ費用は固定額であることが合意されており、本件契約書
等をみても、Ｙにおいて記載された作業内容の全てを実施
することが控除条件であったり、控除額が実施された作業
内容に応じて変動し得るものであることを伺わせるような
記載は存在しない。
　ハウスクリーニングの作業内容が列挙された趣旨は、本
件特約において賃借人たるＸが負担することとなる費用額
の明示と相まって、Ｘが補修費用を負担することになる通
常損耗の範囲を明確にするためであって、本件特約におけ
るＸの費用負担につき、Ｙが損耗や汚損のない部分につい
てまでクリーニングを実施する必要がないことはもとよ
り、列挙された作業内容のすべてを行わなければならない
ものではないと解するのが相当である。

（ハウスクリーニング実施報告義務）
　ハウスクリーニング実施状況の問い合わせ等に関して
は、本件契約書上その実施状況をＸに報告すべきことを定
めた条項は存在しておらず、Ｙにおいて当然に当該報告義
務を負うものではなく、また、Ｘは本件特約を明確に合意
している上に、Ｘの退去後に本件建物のハウスクリーニン
グが実施されているのであるから、Ｙは、本件特約におい
て合意したハウスクリーニング費用を敷金から控除するこ
とができ、Ｘに対しハウスクリーニング実施結果を報告す
ることや改めてＸとの間でハウスクリーニング費用の負担
やその額を合意することが必要となるものではない。
　Ｙの行ったハウスクリーニング実施状況に関する対応や
敷金からの同費用の控除は、賃借人としての権利、法律上
保護される利益を違法に侵害するものではなく、不法行為
は成立しないことから、Ｘの主張は理由がない。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

取引（賃貸）紛争の事例と解決　　　　　　　（東京地判：Ｒ03.11.01）
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静岡県警が 防犯アプリ 【どこでもポリス】 を開発
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2023年₁月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
１月５日 本部･支部 仕事始め
10日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
〃　 静　岡 県知事新年表敬訪問 （正副会長、事務局長）
11日 本　部 正副会長会
13日 沼　津 取引士法定講習 （受講者66名）
〃　 静　岡 県司法書士会等五会�合同賀詞交歓会
14日 富士･菊川 空き家ワンストップ相談会
16日 本　部 帳票検査 （法人、地域・共益）
17日 本　部 第３回�会務運営協議会
〃　 〃 県による災害時応急住宅情報伝達訓練
18日 東　京 東京都宅建協会�賀詞交歓会
〃　 本　部 帳票検査 （人材・情報）
19日 本　部 第５回�県指定講習会 （受講者23名）
〃　 〃 帳票検査 （保証等）
20日 名古屋 東海不動産公取協�総務委員会
〃　 本　部 帳票検査 （法人他）
21日 沼津･磐田 空き家ワンストップ相談会
23日 本　部 月例法律相談 （来館相談１件）
24日 静　岡 第６回�理事会

　①次年度事業計画に係る４委員会の答申
　②協会顧問（社労士）の新たな設置について　他

27日 静　岡 取引士法定講習 （受講者57名）
〃　 〃 県行政書士会�賀詞交歓会
31日 浜　松 第３回�支部機能移転検討特別委員会 （西部支部会館）

平日毎日 本　部 定例相談�（受付総数） （来館相談11件、電話相談229件）
Webシステムによる取引士法定講習�（１月分） （受講者40名）

2022年12月　宅建ローン等の実績　（12/1〜12/31）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 55 47 79 181件
金額 56億2,097万円（土地３、新築戸建142、中古戸建27、中古マンション９）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 6 0 ― 6件

金額 1億2,328万円（土地購入新築４、新築戸建１、中古戸建１）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 1 0 1 2件
金額 4,470万円（新築戸建１、中古戸建１）
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